
【出店舗数】

【出店手順】

【雨　天】

【出店場所】

【出店料金】

【設　備】

【車　両】

【出店規約】

上記の規約に違反が認められた場合は、年度内でも許可を取り消し、次年度の許可を

⑫突然の雨天等の場合も食材及び売上の補償等は、行わないので予め了承のこと。

⑭廃油、ゴミの投棄不可。ゴミは、出店者で回収し、持ち帰ること。

見合わせることとする。

⑬主催者が決定した出店規約を厳守すること。

⑦食品偽装(誤)表示、行き過ぎたメニュー表示、産地偽装、調理方法の偽装等しないこと。

⑧販売価格をお客様にわかりやすく提示すること。

⑨アルコール飲料の販売は、しないこと。

⑩毎月出店予定日を事前に連絡すること。

⑪その日の売上報告を速やかに事務所で行うこと。

⑥消防検査の立ち入り調査の際に指導が行われた場合、すみやかに対処できること。

「通行・販売許可証」を目立つ所へ提示して下さい。

【搬入・搬出】搬入時間/9時〜10時　搬出時間/16時〜16時30分

営業時間中(10時〜16時）に車両の移動は、できません。

下記条件を厳守する事。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

①出店の又貸しや代行での出店は、禁止とし、申込者が必ず出店をすること。

②露店営業許可証(飲食店営業)の写しを申込み時に事前にご提出のこと。

③PL保険(生産物賠償責任保険)に加入済みであること。

④食品衛生責任者証を保有する人が、常駐が出来ること。

⑤ガスコンロ等の火気の使用や発電機を持参する出店者は、消火器を必ず持参のこと。

1,000円を納入して下さい。

電源：無し。出店者により、発電機の持込みをして下さい。(要：消火器)

水道：付近に手洗い、水飲み場有り。(上水・飲料可)　給水のみで、排水は出来ません。

ゴミ箱は、ありません。

出店許可を受けた車両のみ出店ブースへの進入可です。

※営業終了後、16時30分までに管理事務所にて売上報告を行い売り上げの10％を

出店料として納めて下さい。売り上げの10％が10,000円に満たなかった場合は、

①出店登録申込みを経て、出店許可を受けた出店者のみ出店が可能です。

②登録された方へ、「登録書」等提出資料1〜3を送付します。

③出店申込書の受付は、出店前日の1日より10日の期間内に出店希望日を記入のうえ

持参・FAX・メールで申し込みして下さい。

※同日出店日に予定数を超えた場合は、主催者による抽選で決定します。

希望であれば出店は、可能です。

1日6店舗まで

水辺の森公園におけるキッチンカー（移動販売車）出店条件・規約

森の駐車場北側,南側　　主催者の許可した場所以外は、禁止です。

出店日毎に、売り上げの10％(最低金額1,000円)


